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はじめに 

 

本計画は、国際旅客船拠点形成港湾指定当時(平成31年4月)の情勢に応じて作成したも

のであるが、関係者と連携して、クルーズを安心して楽しめる環境づくりの取り組みを進

めていることから、目下の情勢においても実行可能なものとして計画している。 

下関港における新型コロナウイルス感染症への対応として、具体的にはクルーズ船の

受入に向けて、寄港地としての魅力を高めるための受入環境整備や感染防止対策のほか、

都道府県等の衛生主管部局を含む地域の関係機関で構成される下関インバウンド対策協議

会での国内クルーズの受入に関する合意や下関港におけるクルーズ客船寄港時の新型コロ

ナウイルス感染予防対策マニュアルの策定、下関港水際・防災対策連絡会議を活用した情

報共有体制の整備、クルーズのイメージを改善し地域住民に受け入れられるための市民セ

ミナーの開催、関係機関との対応訓練などの準備を進めているところである。 

なお、今後、新型コロナウイルスの感染拡大その他の情勢変化により必要が生じた場

合には、計画を変更することとしている。 
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１．国際旅客船拠点形成に関する基本的な方針 

１－１目的 

本計画は、下関港における国際旅客船の受け入れを促進することで、山口県及び北

部九州の観光振興、地域経済の活性化を図るため、国際旅客船拠点形成計画の目標、

国際旅客船取扱埠頭における受入施設を整備する者による係留施設の優先的な利用の

考え方等、国際旅客船拠点の形成に関する基本的な事項及び国際旅客船取扱埠頭の機

能の高度化を図る事業等を定めるものである。本計画により、下関港の国際旅客船拠

点としての効率的な利用促進を図る。 

 

１－２概要 

本州の最西端に位置する下関市は中国自動車道の起終点であり、関門海峡を挟んで

九州と相対していることから、古くから日本の政治経済の交流点として、また大陸と

も近いことから外来文化流入の門戸として栄えた。明治２２年に市制がしかれた際、

山口県内では唯一「赤間関市」が誕生し、同３５年に下関市へと改称した。 

その後、平成１７年に周辺の旧豊浦郡４町との新設合併により市域を拡大し、山口

県で初の中核市への移行を果たした。市域は東西約３０km、南北約５０kmで、約７１

５㎢の面積を有している。人口は約２６万３千人（２０１９年１月時点）であり、山

口県内で最も多い。 

下関市が港湾管理者である「国際拠点港湾・下関港」は、１８６４年の開港以来 1

世紀以上もの間、国際貿易港として発展してきた。高速自動車道・主要国道・鉄道な

ど港の運営に必要不可欠な交通網が集中している下関港は、国内はもとより大陸への

海上輸送の要衝でもあり、現在は韓国・釜山との間に１航路・週７便の国際定期フェ

リーを有する。また、中国・蘇州との間に１航路・週２便の国際定期ＲＯＲＯ航路を、

韓国・釜山との間には、１航路・週２便のコンテナ航路及び１航路・週４便の国際定

期ＲＯＲＯ航路を有している。 

響灘・周防灘・瀬戸内海と三方を海に開かれた下関は、古くは江戸時代から北前船

や地廻り航路の中継基地として「西の浪華」と呼ばれるほどに繁栄し、明治８年には

上海航路の寄港地、同１６年に特別輸出港、さらに対韓貿易港に指定されるなど、海

上交通、国際貿易、漁業基地としての機能を有していった。 

なかでも釜山との間に就航する国際定期フェリーは、明治３８年に開設された関釜

連絡航路を起源としており、２０１８年には約１８万人の国際旅客を扱うなど、両地

域の人流に大きく貢献している。 

また、物流についても、日本初の年中無休通関、年中無休の植物検疫、週６日の動

物検疫・食品検査といった体制がしかれ、地理的優位性と合わせたスピーディな輸送

を提供している。 
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図１. 関釜連絡船（昭和１０年代）の様子 

（出典：しものせきなつかしの写真集 下関市史） 

 

 

 

図２. 下関港国際ターミナル（現在）の航空写真 
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１－３クルーズ客船の寄港状況 

下関港では、５万総トン未満のクルーズ客船は客船専用岸壁を有する「東港地区（あ

るかぽーと）」、５万総トンを超えるクルーズ客船は「新港地区（長州出島）」において

受け入れている。 

下関港では、毎年８月に開催される関門海峡花火大会に合わせた日本船籍クルーズ

客船の寄港は定着しているが、外国船籍のクルーズ客船が寄港することは年間数隻程

度であった。そこで、東アジアにおけるクルーズ需要の高まりを受け、２０１４年３

月より中国発着クルーズ客船に対する誘致活動に着手し、翌年８月に初寄港が実現し

た。 

その後も、青島クルーズセミナーや国土交通省が実施する招聘事業等を通じて、欧

米系船社への誘致活動を展開した結果、２０１７年には過去最多の寄港回数を記録し、

クルーズ客船による旅客数は約１０万５千人に上り、平均乗客数も寄港１回当たり約

１９００人となった。 

更に、近年のクルーズ客船の大型化に対応するため、平成３０年３月に新港地区岸

壁を延長し、同年４月より２２万トン級までのクルーズ客船が接岸可能となり、平均

乗客数は約２７００人まで上昇した。 

 

表 1 下関港におけるクルーズ客船の最大船型推移、寄港回数及び平均乗客数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※2020 年は、新型コロナウイルス感染症の流行・拡大に伴い、寄港がなかった。 
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１－４下関港の港湾計画等における位置付け 

下関港では、豊富な観光資源を活用した観光の拠点として国際旅客船の寄港を図る

ことを目的に、下関港港湾計画（平成３１年３月改訂)において、新港地区に旅客船埠

頭計画を位置付けている。 

地区名 
係 留 施 設 

対象船型 水 深 バース数 延 長 

新 港 220,000G/T -12ｍ １ 410ｍ※ 

１－５クルーズ客船受け入れに係る主要港湾施設の整備状況 

下関港のクルーズ客船受け入れに係る主要港湾施設は表２のとおり。各施設の位置

は図３参照。 

表２ 下関港の主要港湾施設の整備状況 

地区名 施設名 規模 備考 

東 港 

整

備

済

み 

あるかぽーと岸壁 

（-12ｍ）300ｍ 

５万総トン級 

（飛鳥Ⅱ級） 

 

泊地 （-12ｍ）  

埠頭用地等 1.1ha 大型バス約 30台 

臨港交通施設 片側１車線  

新 港 

整

備

済

み 

岸壁① 
（-12ｍ）410ｍ 

22万総トン級 

2023年供用時 

貨物専用 328ｍ 

ｸﾙｰｽﾞ専用 82ｍ 

（岸壁②の内数） 

泊地 （-12ｍ）  

埠頭用地 7.2 ha  

臨港交通施設 片側 1～2車線  

岸壁②（整備予定） 
（-12ｍ） 

22万総トン級 

2023年供用時 

ｸﾙｰｽﾞ専用 380ｍ 

（410m※の内数） 

埠頭用地（整備予定） 
3.9ha：ｸﾙｰｽﾞｴﾘｱ 

（3.38ha：物流ｴﾘｱ） 

大型バス約 170台 

合計 7.28ha 

旅客施設（整備予定） 約 2,500㎡  
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図３ 下関港の主要港湾施設位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 東港地区（あるかぽーと） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 新港地区（長州出島） 

 

 

 

 

 

 

 

関門航路 

あるかぽーと岸壁 

対象岸壁（未整備） 
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１－６国際旅客船拠点の形成に係る取組方針 

１－６－１クルーズ客船の寄港の拠点を形成する上でのクルーズ客船受入れの現状及

び課題 

下関港は、本州最西端の国際拠点港湾として、日本初の国際フェリー航路である日

韓間において、年間２０万人を超える外国人観光客が下関港をゲートウェイとして日

本に入国している。 

九州・下関では、東アジアに近接している地理的な優位性から近年多くのクルーズ

客船の寄港が増え続けている。増加の要因として、アジアのクルーズ市場の大半を占

める中国マーケットにおいて、九州・下関は、特色ある地方の観光資源の豊富さに加

え、主要な発着地である上海・天津港から人気の４泊５日の行程内にあり、中国人の

休暇スタイル等とも相まっていること等が挙げられる。また、下関港は、本州で最も

東アジアに近い地理的な優位性に加え、充実した港湾施設・交通体系やＣＩＱ検査体

制、関門海峡の景観・豊富な食文化、九州地方・中国地方へのアクセス性等の優位性

を備えている。 

一方、大型クルーズ客船が寄港可能な長州出島では、定期貨物船やＰＣＣ船寄港な

ど国際物流機能の強化を進めており、同一岸壁を共用していることから、クルーズ客

船の寄港要請に対して充分に対応ができているとは言えない状況にある。物流・人流

ともに市内経済に与える影響が大きく、双方を協調させながら大型クルーズ客船を受

け入れていく体制の構築が求められている。 

このように下関港においては、都市型寄港地にはない中規模都市で、かつ観光都市

ならではのきめ細やかな受入態勢や、本州・九州両方面へのゲートウェイとしての機

能も担えることができる新たなクルーズ拠点港としての役割が求められている。 

 

１－６－２連携するクルーズ船社の概要 

１９８８年ＭＳＣクルーズ社を設立し、２００３年初の建造船ＭＳＣリリカを就航

し、クルーズ会社で初となる「６つの金真珠」賞を受賞し、環境に関する取り組みも

高く評価されている。その後、２００８年、日本法人である、ＭＳＣクルーズジャパ

ンが設立された。 

ヨーロッパ及びカリブ海におけるマーケットリーダーとして、２０１７年には年間

乗客数２００万人、売り上げ約２２億ユーロを達成し、世界７０ヵ国でクルーズ販売

を展開しており、業界で４位の規模を有し、特にヨーロッパ市場で高い集客力を持ち、

２０１６年から東アジアでの展開をスタートしている。 

下関港には２０１６年から寄港を開始し、２０１７年はＭＳＣクルーズ社のみで２

０回寄港し、その後、官民連携による国際旅客船拠点形成計画に下関市と連携して取

り組んでいる。 

今年の新造船ＭＳＣベリッシマの就航に続き、今後も更なる展開が期待されている

クルーズ船社であり、現在１８隻のクルーズ客船を保有し、今後１０年間に１３６億
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ユーロの投資により１６隻の新船を建造することとなっており、中国発着を中核に、

２０２０年代には東アジアでより積極的な事業展開を図ることが予定されている。 

 

１－６－３クルーズ客船の寄港の拠点の形成に係る取組方針 

（１） 国際旅客船拠点に向けた整備及び管理運営に係る官民の役割分担 

下関港を管理する下関市は、ＭＳＣクルーズ社とともに官民連携による国際旅客船

受入促進に取り組む。 

新港地区では、国土交通省が係留施設の整備を行い、ＭＳＣクルーズ社が受入促進

施設の整備を行う。港湾管理者である下関市は、埠頭用地の整備や大型バス駐車場の

整備を行う。また、受入促進施設はＭＳＣクルーズ社が管理運営を行い、その他の係

留施設や水域施設等の港湾施設は、港湾管理者が管理運営を行う。 

寄港に際して、市民等にもクルーズ客船に親しみを持ってもらえるように、受入促

進施設を含んだクルーズターミナルエリアを計画する。なお、旅客ターミナルについ

ては、ＭＳＣクルーズ社以外の船会社が有するクルーズ船が寄港する際も利用できる

ものとする。 

 

（２）係留施設の優先的な利用に係る考え方 

  - ＭＳＣクルーズ社との間で締結される官民連携国際旅客船受入促進協定に定める開

始条件を充足した場合、最大、年間 100日を限度として認める。優先的な利用の存

続期間は、最大 30年間とする。 

  - ＭＳＣクルーズ社は、他クルーズ船社に優先して、予約受付開始前まで予約するこ

とができる（利用する日が属する暦年の 2年前となる年の 1月 1日から同年 6月 30

日まで）。 

  - 他船社は、利用年の 2年前の 7月 1日から予約可能。 

  - 利用年の 2年前の 7月 1日以降に行う、利用の予約については、ＭＳＣクルーズ社

及び他クルーズ船社は平等に扱われる。 

 

（３）周辺交通対策の考え方 

長州出島は、４車線道路により、中心市街地や点在する観光スポットと接続してい

るうえ、約 15分で高速道路にもアクセスでき、周辺都市へも円滑な移動が可能である

など、十分な容量の道路アクセスが確保されている。そのため、これまで、大型クル

ーズ客船の寄港時に、ツアーバスの渋滞が問題となった実績はない。 

加えて、水上交通アクセス等新たな二次交通チャネルの検討も行い、周辺地域に迷

惑を与えることがないよう配慮していく。 

 

年
月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(N-2)年 （N-1）年 N年

予約対象期間優先予約受付期間 全ての船社からの

予約受付期間
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１－６－４クルーズ客船の寄港の拠点の形成に関する実施体制 

下関市港湾局振興課クルーズ振興室を中心に、関係部局が一体となったオール下関

市とＭＳＣクルーズ社が連携し、クルーズ客船の寄港を契機とした官民双方の活性化

に取り組む。また、関門地域としても広域的な連携体制を構築し、さらなる相乗効果

の発現を図っていく。 

  -下関市インバウンド対策協議会 

     下関市商工会議所会頭を座長、下関商工会議所を事務局として、市役所関係部

局、商業関係者、交通事業者、観光関連団体他官民の関係者が一体となって、ク

ルーズ客船の受入対応を検討、具体化するための枠組み。 

   -関門港クルーズ振興協議会 

     関門連携の一環として、下関市、北九州市、（一社）下関観光コンベンション協

会、（一社）北九州港湾振興協会、下関飲食組合により組織され、関門港に寄港す

るクルーズ客船の旅客に対して観光情報の発信を行なう等、関門地域が一体とな

りクルーズ客船の寄港促進を図るための枠組み。 

 

２．国際旅客船拠点形成計画の目標                 

２－１目指すべき国際クルーズ拠点の姿  

 

あなたのオンリーワン    下関港 

－Together is Better－  

 

このスローガンの下、上陸旅客一人ひとりに「ここでしか出会えないもの」をお

約束する『寄港地としての拠点化』を目指す。 

    「ここでしか出会えないもの」候補 

  景観 - 関門海峡、角島、元乃隅神社、長府城下町、等 

  食 – ふぐを始めとした新鮮な魚介類（唐戸市場）、瓦そば、巌流焼、等 

  歴史 – 日本史の契機となった三大戦場、功山寺決起、等 

文化 – 赤間神宮、毛利邸、ふぐ専門市場、上臈参拝、等 

 

    日本起点クルーズ客船を含め、東アジアクルーズ市場における、何度でも訪れた

いオンリーワンのクルーズ寄港地として、広く認識されることにより、拠点化を実

現する。 

 

２－２国際クルーズ拠点の運用開始年及び目標年 

運用開始：2023年 

目標年：  2035年（連携期間は 30年間（2053年まで）） 
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２－３運用開始年および目標年における寄港回数等の目標値 

2023年の寄港回数目標：120回 

2035年の寄港回数目標：180回 

 

３．国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業及びその他の事業及びその実施主体に関する事   

  項 

３－１国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業について  

３－１－１国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の内容 

国際旅客船拠点形成計画において整備又は利活用する施設は表３のとおりである。 

各施設の位置は図４参照。 

 

表３ 国際旅客船拠点形成計画において整備又は利活用する施設 

地区名 番号 施設名 規模 
整備 
時期 

整備主体 

新港 
地区 

１ 岸壁 
（-12ｍ） 

22万総トン級 

2019~2022
年度 

国 

２ 
埠頭用地 
(ｸﾙｰｽﾞｴﾘｱ) 

3.9 ha 
大型バス約 170駐車可 

2019~2021 
年度 

下関市 

３ 
埠頭用地 
(物流ｴﾘｱ) 

3.38 ha 
22万総トン級接岸時 

利活用予定 

2019~2021 
年度 

下関市 

４ 受入促進施設 2,500㎡ 
2021~2022

年度 
ＭＳＣ 
クルーズ 

５ 屋根付通路  2022年度 下関市 

６ 泊地 （-12ｍ） 整備済  

７ 臨港交通施設 片側 1車線 整備済  

 

法第５０条の１８第１項又は第３項の規定に基づき、港湾管理者である下関市とＭＳＣ

クルーズ社は、前者が係留施設の優先的な利用を認めること、後者は民間国際旅客船受入

促進施設の建設を行うこと等を基本内容とした官民連携国際旅客受入促進協定を締結する。 
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図４ 国際旅客船拠点形成計画において整備又は利活用する施設位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ 新港地区（長州出島） 

 

３－１－２国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の実施体制 

  

施設名 実施機関 備考 

岸壁 

埠頭用地 

(ターミナル設置スペー

ス、バス駐車スペース等) 

国・下関市 整備 

下関市（詳細今後検討） 管理・運営 

受入促進施設 

(ターミナルビル） 

ＭＳＣクルーズ社 整備・所有者 

ＭＳＣクルーズ社、又は 

ＭＳＣクルーズ社の設立するＳＰＣ 

（詳細今後検討） 

管理・運営 

 

 

 

  

22万総トン級

新設クルーズ専用バース

既設バース（物流・クルーズ共用）

物流バース

仮護岸

クルーズエリア 物流エリア

臨港道路

（埋立中）

防
波
堤

供用中

旅客ターミナル

22万総トン

級 

接岸時 

利活用予定 

臨港交通施設 
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３－１－３国際旅客船取扱埠頭機能高度化事業の効果 

下関港の国際旅客船拠点化に伴い、クルーズ旅客が増加することにより、市内関連

産業の活性化が図られ、以下に示す経済波及効果が期待される。 

 

  目標年（2035年）におけるクルーズ旅客数 

    約 54万人（≒3千人/回×180回） 

   乗船客１人当たりの消費額 

    約 2万円/人 （2016年下関市調査実績） 

   目標年（2035年）におけるクルーズ客船寄港に伴う経済効果 

    寄港時の下関における乗船客の消費額  ：  108億円 

    うち、下関に限定した波及効果  

・ 総合効果（合計 ）    70億円   

直接効果            46億円 

(消費のうち市内各産業部門に誘発される生産額) 

第一次間接波及効果   15億円 

(直接効果に伴う原材料等の購入によって誘発される生産額) 

第二次間接波及効果   10億円 

(直接効果と第 1 次間接波及効果を通じて発生した雇用者所得のうち、

新たな消費として支出されるものによって誘発される生産額) 

・雇用の増加             726人 

  

   併せて、クルーズ旅客やクルーと地域住民の交流機会の増加による国際的なコミュ

ニケーション能力を持った人材育成の促進、旅客やクルーによる SNS等を通じた下関

地域の魅力発信強化、それによる新たな観光客の副次的増加等も期待される。 

   加えて、下関市が交通の要衝にあることから、経済効果は、下関市内のみならず、 

隣接する北九州市をはじめとする福岡県や、山口県内各地へも波及する。 

また、建設段階では、相当数の地元の労働者の雇用が必要となるうえ、地元の材料、 

設備、食料品、ホテル、交通などを利用することで、地元経済への効果が期待される。

このように、地方の雇用と経済に関して、このプロジェクトにより、十分に有益な影

響が発生する。 

また、クルーズ旅客と地域住民の交流による地域の活性や、クルーズ旅客やクルー

による地域の魅力発信・ＰＲ効果による観光客の増加も期待される。 
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３－１－４港湾法第５０条の１６第３項に掲げる許可等に関する事項 

（１）法第２条第６項による認定を要する施設に関する事項 

     あり（新規クルーズエリアの施設） 

地区名 施設名 所在地 構造 数量 

新港地区 岸壁 
山口県下関市 

長州出島地先 
重力式 

L=468m 

W=20m 

新港地区 
駐車場 

荷さばき地 

山口県下関市 

長州出島地先 

アスファルト 

舗装 
S=7.03ha 

新港地区 旅客施設 
山口県下関市 

長州出島地先 
鋼構造 S=0.25ha 

（２）法第３７条第１項の許可を要する行為に関する事項 

     なし 

（３）法第３８条の２第１項又は第４項の規定による届出を要する行為に関する事項 

     ＭＳＣクルーズが臨港地区内に旅客施設（ターミナルビル）を建設する場合、

港湾管理者への届出があったものとみなす。 

（４）法第５５条の７第１項の国の貸付けに係る国際旅客船港湾管理者の貸付けを受   

けて行う同条第 2項に規定する特定用途港湾施設の建設又は改良に関する事項 

     なし 

 

４．国際旅客船拠点形成計画の実施に関し当該国際旅客港湾管理者が必要と認める事項 

４－１下関市内の観光について 

下関は「歴史」「景観」「食」「温泉」など多彩な観光資源を有する観光都市である。 

歴史上では、我が国の転換期に幾度となく登場。源平壇之浦の合戦、宮本武蔵と佐々木

小次郎による巌流島の決闘、明治維新の胎動となった長府功山寺での高杉晋作の決起、史

蹟春帆楼での日清講和条約の締結等、現在でも多くの史跡等が存在し、近代建築物群は日

本遺産にも指定されている。 

自然豊かな下関は景観にも恵まれ、雄大な関門海峡はもちろん、近年ではコバルトブル

ーの海と白い砂が美しい角島が、絶景としてメディアやソーシャル・ネットワーキング・

サービス等で取り上げられ、国内外で人気を集めている。 

食の魅力も多彩。日本一の取扱高を誇る全国的に有名な「ふく（河豚）」をはじめ、同じ

く日本一の水揚げ高の「あんこう」、近代捕鯨発祥の地らしく「くじら」、和瓦で茶そばを

焼いて食する「瓦そば」など、食を目的とした観光客も非常に多い。 

 

 

 




